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厚生労働省組織令及び厚生労働省組織規則の一部改正に伴う 

医薬食品局食品安全部の組織再編について 

   
このことについて、平成27年9月30日付け食安発第0930第2号をもって、厚生

労働省医薬食品局食品安全部長から別添のとおり通知がありました。 

このたびの通知は、平成27年9月18日に厚生労働省組織令の一部を改正する政

令（平成 27 年政令第 330 号）が、また 9 月 30 日に厚生労働省組織規則の一部を

改正する省令（平成 27 年厚生労働省令第 157 号）が公布され、ともに 10 月 1 日

から施行されることに伴い、医薬食品局が次のとおり再編されるので、了知の上、

本会関係者に対する周知を依頼されたものです。 

①「医薬食品局」及び「食品安全部」の名称を「医薬・生活衛生局」及び「生

活衛生・食品安全部」に改称する。 

②健康局の生活衛生課及び水道課を、新設する生活衛生・食品安全部に振替設

置する。 

③食品安全部の基準審査課の事務のうち、「栄養成分を補給し、又は特別の保健

の用途に適するものとして販売の用に供する食品の衛生に関する取締り」に

関する事務を、監視安全課に移管する。 

つきましては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。 
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